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（管理事務の内容及び実施方法） 

第３条 管理事務の内容は、次のとおりとし、別表第１から別表第４に定めるところによ

り実施する。 

一 事務管理業務    （別表第１に掲げる業務） 

二 管理員業務     （別表第２に掲げる業務） 

三 清掃業務      （別表第３に掲げる業務） 

四 建物・設備等管理業務（別表第４に掲げる業務） 
 

（第三者への再委託） 

第４条 乙は、前条第一号の管理事務の一部又は同条第二号、第三号、第四号の管理事務

の全部若しくは一部を、別紙１に従って第三者に再委託（再委託された者が更に委託を

行う場合以降も含む。以下同じ。）することができる。 

２ 乙が行う設備機器遠隔監視及び緊急対応業務の中で、機械警備に該当する項目の監視

及び非常時緊急対応は、警備業法の定めに従い警備会社に再委託することができるもの

とする。 

３ 乙が前２項の規定に基づき管理事務を第三者に再委託した場合においては、乙は、再

委託した管理事務の適正な処理について、甲に対して、責任を負う。 

 

（善管注意義務） 

第５条 乙は、善良な管理者の注意をもって管理事務を行うものとする。 

 

（管理事務に要する費用の負担及び支払方法） 

第６条 甲は、管理事務として乙に委託する事務（別表第１から別表第４までに定める事

務）のため、定額の委託業務の費用（以下「定額委託業務費」という。）を、乙に対し、

毎月、次のとおり支払うものとする。 

一 定額委託業務費の額    月額  ２９４，４８０円 
消費税及び地方消費税の額 月額   ２９，４４８円 
合計           月額  ３２３，９２８円 
内訳は、別紙２のとおりとする。（定額委託業務費明細） 

二 支払期日及び支払方法 

毎月末日までに当月分を、乙が指定する方法により支払う。 

三 日割計算 

期間が一月に満たない場合は当該月の暦日数によって日割計算を行う。（１円未

満は切り捨てとする。） 

 四 精算方法 
    第３条に定める管理事務のうち、清掃業務及び建物・設備等管理業務を実施しな
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い場合の精算方法は、別紙３のとおりとする。 
２ 甲は、前項の定額委託業務費のほか、乙が管理事務を実施するのに伴い必要となる諸

費用を特約条項のとおり負担するものとする。 
 

（共用施設等の使用） 

第７条 甲は、乙に管理事務を行わせるために不可欠な共用施設、器具、備品等（次項に

おいて「共用施設等」という。）を無償で使用させるものとする。 

２ 乙の共用施設等の使用に係る費用の負担は、次のとおりとする。 

一 電話加入権   甲の負担とする。 

二 電話料     乙の負担とする。 

三 水道光熱費   甲の負担とする。 

四 消耗品費    乙の負担とする。 
 
（管理事務の指示） 

第８条 本契約に基づく甲の乙に対する管理事務に関する指示については、法令の定めに

基づく場合を除き、甲の管理者等又は甲の指定する甲の役員が乙の使用人その他の従業

者（以下「使用人等」という。）のうち乙が指定した者に対して行うものとする。 

 
（緊急時の業務） 

第９条 乙は、第３条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる災害又は事故等の事由によ

り、甲のために、緊急に行う必要がある業務で、甲の承認を受ける時間的な余裕がない

ものについては、甲の承認を受けないで実施することができる。この場合において、乙

は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を甲に通

知しなければならない。 

一 地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等 

二 火災、漏水、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、犯罪、孤立死（孤独死）

等 

２ 甲は、乙が前項の業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用については、速やかに、

乙に支払わなければならない。ただし、乙の責めによる事故等の場合はこの限りでない。 

 

（管理事務の報告等） 

第１０条 乙は、甲の事業年度終了後二月以内に、甲に対し、当該年度における管理事務

の処理状況及び甲の会計の収支の結果を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、

報告をさせなければならない。 

２ 乙は、毎月末日までに、甲に対し、前月における甲の会計の収支状況に関する書面を

交付しなければならない。 
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３ 乙は、甲から請求があるときは、管理事務の処理状況及び甲の会計の収支状況につい

て報告を行わなければならない。 

４ 前３項の場合において、甲は、乙に対し、管理事務の処理状況及び甲の会計の収支に

係る関係書類の提示を求めることができる。 

 

（管理費等滞納者に対する督促） 

第１１条 乙は、第３条第一号の事務管理業務のうち、出納業務を行う場合において、甲

の組合員に対し別表第１ １（２）②による管理費、修繕積立金、使用料その他の金銭

（以下「管理費等」という。）の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、

その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は甲が行うものとする。 

２ 前項の場合において、甲が乙の協力を必要とするときは、甲及び乙は、その協力方法

について協議するものとする。 

 

（有害行為の中止要求） 

第１２条 乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部

分の占有者（以下「組合員等」という。）に対し、甲に代わって、次の各号に掲げる行

為の中止を求めることができる。 

一 法令、管理規約、使用細則又は総会決議等に違反する行為 

二 建物の保存に有害な行為 

三 所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる

違法若しくは著しく不当な行為 

四 管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為（カスタマーハラスメントに該当する行

為を含む。） 

五 組合員の共同の利益に反する行為 

六 前各号に掲げるもののほか、共同生活秩序を乱す行為 

２ 前項の規定に基づき、乙が組合員等に行為の中止を求めた場合は、速やかに、その旨

を甲に報告することとする。 

３ 乙は、第１項の規定に基づき中止を求めても、なお組合員等がその行為を中止しない

ときは、書面をもって甲にその内容を報告しなければならない。 

４ 前項の報告を行った場合、乙はさらなる中止要求の責務を免れるものとし、その後の

中止等の要求は甲が行うものとする。 

５ 甲は、前項の場合において、第１項第四号に該当する行為については、その是正のた

めに必要な措置を講じるよう努めなければならない。 

 

（通知義務） 

第１３条 甲又は乙は、本マンション（ただし、第２条の管理対象部分に限る。）におい
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て滅失，き損，瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に

通知しなければならない。 

２ 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに、書面をもって、相手

方に通知しなければならない。 

一 甲の役員又は組合員が変更したとき 

二 甲の組合員がその専有部分を第三者に貸与したとき 

三 乙が商号又は住所を変更したとき 

四 乙が合併又は会社分割したとき 

五 乙がマンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第１４９号）

の規定に基づき処分を受けたとき 

六 乙が第２０条第２項第一号から第三号に掲げる事項に該当したとき 

 

（専有部分等への立入り） 

第１４条 乙は、管理事務を行うため必要があるときは、組合員等に対して、その専有部

分又は専用使用部分（以下「専有部分等」という。）への立入りを請求することができ

る。 

２ 前項の場合において、乙は、組合員等がその専有部分等への立入りを拒否したときは、

その旨を甲に通知しなければならない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、乙は、第９条第１項各号に掲げる災害又は事故等の事由

により、甲のために緊急に行う必要がある場合、専有部分等に立ち入ることができる。

この場合において、乙は、甲及び乙が立ち入った専有部分等に係る組合員等に対し、事

後速やかに、報告をしなければならない。 

 

（管理規約等の提供等） 

第１５条 乙は、甲の組合員から当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受けた

宅地建物取引業者が、その媒介等の業務のために、理由を付した書面の提出又は当該書

面を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって

次の各号に定めるもの（以下「電磁的方法」という。）により提出することにより、甲

の管理規約及び甲が保管する長期修繕計画書（本条及び別表第５において「管理規約等」

という。）の提供又は別表第５に掲げる事項の開示を求めてきたときは、甲に代わって、

当該宅地建物取引業者に対し、管理規約等の写しを提供し、別表第５に掲げる事項につ

いて書面をもって、又は電磁的方法により開示するものとする。甲の組合員が、当該組

合員が所有する専有部分の売却等を目的とする情報収集のためにこれらの提供等を求め

てきたときも、同様とする。 

 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線

で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情
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報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記

録されるもの 

 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくこと

ができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 

２ 乙は、前項の業務に要する費用を管理規約等の提供又は別表第５に掲げる事項の開示

を行う相手方から受領することができるものとする。 

３ 第１項の場合において、乙は、当該組合員が管理費等を滞納しているときは、甲に代

わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることがで

きるものとする。 

 

（乙の使用者責任） 

第１６条 乙は、乙の使用人等が、その管理事務の遂行に関し、甲又は組合員等に損害を

及ぼしたときは、甲又は組合員等に対し、使用者としての責任を負う。 

 

（秘密保持義務） 

第１７条 乙及び乙の使用人等は、正当な理由なく、管理事務に関して知り得た甲及び組

合員等の秘密を漏らし、又は管理事務以外の目的に使用してはならない。 

 

（個人情報の取扱い） 

第１８条 乙は、管理事務の遂行に際して組合員等に関する個人情報（以下「個人情報」

という。）を取り扱う場合には、本契約の目的の範囲において取り扱い、正当な理由な

く、第三者に提供、開示又は漏えいしてはならない。 

２ 乙は、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、盗難、改ざん、漏えい等（以

下「漏えい等」という。）の危険に対し、合理的な安全管理措置を講じなければならな

い。 

３ 乙は、個人情報を管理事務の遂行以外の目的で、使用、加工、複写等してはならない。 

４ 乙において個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、乙は、甲に対し、速やかに

その状況を報告するとともに、自己の費用において、漏えい等の原因の調査を行い、そ

の結果について、書面をもって甲に報告し、再発防止策を講じるものとする。 

５ 乙は、個人情報の取扱いを再委託してはならない。ただし、書面をもって甲の事前の

承諾を得たときはこの限りではない。この場合において、乙は、再委託先に対して、本

契約で定められている乙の義務と同様の義務を課すとともに、必要かつ適切な監督を行

わなければならない。 

６ 乙は、本契約が終了したときは、甲と協議を行い個人情報を返却又は廃棄するものと

し、その結果について、書面をもって甲に報告するものとする。 
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（免責事項） 

第１９条 乙は、甲又は組合員等が、第９条第１項各号に掲げる災害又は事故等（乙の責

めによらない場合に限る。）による損害及び次の各号に掲げる損害を受けたときは、そ

の損害を賠償する責任を負わないものとする。 

一 乙が善良な管理者の注意をもって管理事務を行ったにもかかわらず生じた管理対象

部分の異常又は故障による損害 

二 別表第１ １（１）③二のログインＩＤ及びパスワードの甲の管理に起因する損害 
三 甲が別紙４の口座に係るキャッシュカードを作成保持又は電子取引に係るパスワー

ドを保持したことに起因する損害 
四 乙が書面をもって注意喚起したにもかかわらず、甲が承認しなかった事項に起因す

る損害 
五 通信幹線等の障害に起因した設備機器遠隔監視装置の通信障害による損害 
六 設備機器遠隔監視項目以外の設備異常又は監視対象設備の感知機能が及ぶ範囲外の

異常に基づく損害 
七 専有部分内の電源切断、非常通報設備等の故障による未警戒時の損害 
八 甲の組合員等から届出のあった緊急連絡先に連絡したにもかかわらず、対処されな

かった損害 
九 自動車等の冠水その他による損害 
十 感染症の拡大のため予定していた総会等の延期に係る会場賃借・設営に対する損害 
十一 通信機器の不具合等により生じた総会等の延期に伴う出席者の機会損失に対する

損害 
十二 前各号に定めるもののほか、乙の責めに帰することができない事由による損害 
 

（契約の解除） 

第２０条 甲又は乙は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、

相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しない

ときは、本契約を解除することができる。この場合、甲又は乙は、その相手方に対し、

損害賠償を請求することができる。 

２ 甲又は乙の一方について、次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、何

らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。 

一 乙が、銀行の取引を停止されたとき 

二 乙に、破産手続、会社更生手続、民事再生手続その他法的倒産手続開始の申立て、

若しくは私的整理の開始があったとき 

三 乙が、合併又は前号以外の事由により解散したとき 

四 乙が、マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとき 

五 第２７条各号の確約に反する事実が判明したとき 
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（解約の申入れ） 

第２１条 前条の規定にかかわらず、甲又は乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前

に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。 

 

（本契約の有効期間） 

第２２条 本契約の有効期間は、２０２５年１１月１日から２０２６年１０月３１日まで

とする。 

 

（契約の更新等） 

第２３条 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日

の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。 

２ 本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに

更新に関する協議が調う見込みがないときは、甲及び乙は、本契約と同一の条件で、期

間を定めて暫定契約を締結することができる。 

３ 本契約の更新について、甲乙いずれからも申出がないときは、本契約は有効期間満了

をもって終了する。 

４ 乙は、本契約の終了時までに、管理事務の引継ぎ等を甲又は甲の指定する者に対して

行うものとする。ただし、引継ぎ等の期限について、甲の事前の承諾を得たときは、本

契約終了後の日時とすることができる。 

 

（法令改正に伴う契約の変更） 

第２４条 甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更す

る必要が生じたときは、協議の上、本契約を変更することができる。 

ただし、消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、

委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する。 

  

（ＩＴの活用） 

第２５条 甲又は乙は、あらかじめ、相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内

容を示した上で、その承諾を得た場合は、本契約に規定する書面及びその事務処理上必

要となる書面を電磁的方法により提供することができる。 

２ 乙は、甲の承諾を得た場合は、第１０条第１項及び第３項に規定する報告その他の報

告をＷＥＢ会議システム等（電気通信回線を介して、即時性及び双方向性を備えた映像

及び音声の通信を行うことができる会議システム等）により行うことができる。 

 

（誠実義務等） 

第２６条 甲及び乙は、本契約に基づく義務の履行について、信義を旨とし、誠実に行わ



様式番号：契 03_2024 

なければならない。 

２ 本契約に定めのない事項又は本契約について疑義を生じた事項については、甲及び乙

は、誠意をもって協議するものとする。 

 

（反社会的勢力の排除） 

第２７条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。 

一 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ若しくはこれら

に準ずる者又はその構成員（以下これらを総称して「反社会的勢力」という。）では

ないこと。 

二 自らの役員（甲の役員及び乙の業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに

準ずる者をいう。）が反社会的勢力ではないこと。 

三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと。 

四 本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。 

イ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 

ロ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用をき損する行為 

 

（合意管轄裁判所） 

第２８条 本契約に関する甲乙間の紛争については、訴訟を提起する必要が生じたときは、

訴額に応じて本マンションの所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専

属管轄裁判所とするものとする。 

 

（存続条項） 

第２９条 本契約において別途定める場合を除き、本契約は、その終了後も、第１７条（秘

密保持義務）、第１８条（個人情報の取扱い）、第２０条（契約の解除）、第２８条（合

意管轄裁判所）は効力が存続する。 

 

（特約条項） 

第３０条 特約条項は末尾記載のとおりとする。 

 

 





別紙１

第三者への

再委託の有無

　１

　（１） 甲の会計の収入及び支出の調定 無

　（２） 出納

・収納業務 無

・収納業務以外 無

　（３）
本マンション（専有部分を除く。）の維持又は修繕に関する企画又は
実施の調整

無

　２ 基幹事務以外の事務管理業務

　（１） 理事長・理事会支援業務 無

　（２） 総会支援業務

　 ①印刷・発送業務 有

　 ②その他の総会支援業務 無

　（３） その他

　 ①各種点検、検査等に基づく助言等 無

　 ②甲の各種検査等の報告、届出の補助 有

　 ③図書等の保管等 無

有

１ 定期清掃 有

２ 特別清掃 有

１ 共用部分等外観点検 無

２ 給水設備点検 有

３ 増圧ポンプメーカー点検 有

４ 建築設備定期検査 有

５ 消防用設備点検 有

６ 設備機器遠隔監視 有

別表第１　事務管理業務

別表第３　清掃業務

別表第４　建物・設備等管理業務

業務対象

基幹事務

別表第２　管理員業務



別紙２

一 事務管理業務費 ア 出納会計 18,800 円

イ 組合運営 32,000 円

二 管理員業務費 ア 管理員 130,000 円

イ 共用施設経費 15,600 円

三 清掃業務費 ア 定期清掃 ( 年 12 回 ) 17,000 円

イ 特別清掃 ( 年 1 回 ) 3,400 円

四 建物・設備等管理業務費 ア 共用部分等外観点検 ( 年 1 回 ) ― 円

イ 給水設備点検 ( 年 2 回 ) 2,500 円

ウ 増圧ポンプメーカー点検 ( 年 1 回 ) 4,500 円

エ 建築設備定期検査 ( 年 1 回 ) 5,180 円

オ 消防用設備点検 ( 年 2 回 ) 5,500 円

カ 設備機器遠隔監視 ( 24 時 間 ) 30,000 円

五 一般管理費等 ア 一般管理費 30,000 円

294,480 円

１０　％ 29,448 円

323,928 円合　　　　　計

府中グリーンハイツ

定額委託業務費明細

費目 内訳及び月額費用

小　　　　　計

消費税額等

様式番号：契08明細-20080301/01



別紙３

費目 精算金額(税抜)／１回 摘要

特別清掃 年 1 回 12 月 40,800 円

給水設備点検 年 2 回 12･6 月 15,000 円

増圧ポンプメーカー点検 年 1 回 4 月 54,000 円

建築設備定期検査 年 1 回 5 月 62,160 円

消防用設備点検 年 2 回 11･5 月 33,000 円

【精算方法】

より支払うものとする。

府中グリーンハイツ

管理事務を実施しない場合の精算方法

実施回数 実施予定月

甲又は乙は、精算を実施する場合は書面により申し出るものとし、各々指定する口座に振込みに

※実施予定月は、甲又は乙の都合により変更する場合がある。なお、実施予定月に変更が生じた

　 場合は、速やかに相手方に対して報告するものとする。

※毎月実施する管理事務については、本紙に記載しないものとする。



別紙４

パスワードの
名称

保管者

1 保管口座 みずほ銀行 府中支店 普通預金通帳 甲 乙 甲
支払承認 
パスワード

甲 無

2 収納口座 三井住友銀行 府中支店 普通通帳(決済用) 甲 乙 甲
支払承認 
パスワード

甲 無

3 保管口座 多摩信用金庫 府中支店 普通預金通帳 甲 乙 甲
支払承認 
パスワード

甲 無

4 保管口座 みずほ銀行 府中支店 定期預金通帳 甲 乙 甲
支払承認 
パスワード

甲 無

１　通帳等の保管者

番
号

口
座
の
種
類

金
融
機
関
名

支
店
名

預
貯
金
の
種
類

名
義

通帳等の保管

通
帳
の
保
管
者

印
鑑
の
保
管
者

通帳 事務センター 部門長

印鑑以外の預貯金引出用パスワード等

電子取引を利用する場合の
パスワード（預貯金引出用）

甲又は乙の収納口
座における電子取
引を利用する場合
のパスワード（預貯

金引出用）以外に乙
が保管する預貯金
引出用のキャッシュ

カード等の有無

２　乙が保管する通帳等の管理責任者（乙名義の収納口座を含む。）

通帳、印鑑、パスワード等の別 部署名 役職名



１
（１）

① 　収支予算案の素案の作成

② 　収支決算案の素案の作成

③ 　収支状況の報告 一

二

（２）

① 　甲の組合員が甲に納入する管理費等の
収納

一

二

名称　　　三井住友カード株式会社
所在地　　大阪府大阪市中央区今橋四丁目５番１５号

三

四

五

　　　　　　　　　　　　※適宜資金移動
　

六

イ

　一般社団法人マンション管理業協会保証機構（以下
「保証機構」という。）

ロ

　一般社団法人マンション管理業協会保証機構管理費等
保証委託契約（以下「保証委託契約」という。）

ハ

ａ 　保証契約の額及び範囲

　甲の組合員から毎月又はそれ以外で定期的に収納す
る管理費等の１か月分相当額を限度とし、管理費等又
は委託業務費の返還債務につき保証

ｂ 　保証契約の期間
　２０２４年１０月１日から２０２５年９月３０日ま
で

　甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約に定める預金
口座振替の方法によるものとし、毎月６日（当該日が金融機関
の休業日に当たる場合はその翌営業日。以下「収納日」とい
う。）に、甲の組合員の口座から集金代行会社の口座に振り替
え、収納日の６営業日後に集金代行会社の口座から甲の収納口
座に収納する。

　組合員別規定額一覧表に基づき、毎月、預金口座振替請求金
額通知書を、甲が委託する次の集金代行会社（以下「集金代行
会社」という。）に提出する。

別表第１　事務管理業務

基幹事務
　甲の会計の収入及び支出の調定

　甲の会計年度開始後二月以内に、甲の会計区分に基づき、甲の当
該年度の収支予算案の素案を作成し、甲に提出する。

　甲の会計年度終了後二月以内に、甲の会計区分に基づき、甲の前
年度の収支決算案（収支報告書及び貸借対照表。以下同じ。）の素
案を作成し、甲に提出する。

　乙は、毎月末日までに、前月における甲の会計の収支状況に
関する書面の交付を行うものとする。当該報告の交付方法は、
電磁的方法とし、乙が提供するホームページ上でＰＤＦファイ
ルを交付するものとし、甲はこれを承諾するものとする。

　乙は、ホームページのログインＩＤ及びパスワードの初期設
定を行い甲に通知するものとする。以降のパスワード管理は甲
の責任において行うものとする。

　出納（保証契約を締結する必要がないとき
に甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場
合）

　乙は、甲の管理規約等の定め若しくは総会決議、組合員名簿
若しくは組合員異動届又は専用使用契約書に基づき、組合員別
の一月当たりの管理費等の負担額の一覧表（以下「組合員別規
定額一覧表」という。）を作成する。

　保証契約の内容

　甲の収納口座に収納された管理費等から④の事務を行った後
その残額を、引き続き甲の収納口座で、当該管理費等を充当す
る月の翌月末日を超えて管理する。ただし、甲の指示により、
当該管理費等を充当する月の翌月末日以降、適宜甲の保管口座
へ移し換えるものとする。

　出納フロー

　乙は、以下の保証契約を締結する。

　保証する第三者の名称

　保証契約の名称

区

分

所

有

者

等

収

納

口

座

保

管

口

座
管理費用残額・修繕積立金

費用支払
集

金

代

行

会

社

（
甲
委
託
）



ｃ 　更新に関する事項
　乙が保証機構に対し、上記bの契約期間が満了する
前までに更新のための管理費等保証委託契約申込書を
提出したうえで、新たな保証委託契約について保証機
構の承認を得るものとする。なお、上記申込が承認さ
れた後は、一般社団法人マンション管理業協会(以下
「協会」という。)ホームページ上に、甲に対する保
証受諾証明が掲載される。掲載後、速やかに、乙は甲
に対し、甲専用のＩＤ及びパスワードの通知を行い、
甲に協会ホームページ上から保証受諾証明の内容の確
認を行っていただくものとする。
　ただし、甲が 保証受諾証明の内容の確認を行うこ
とができないときは、乙は、保証受諾証明の内容を書
面に出力し、交付するものとする。

ｄ 　解除に関する事項
　別紙管理費等保証委託契約約款第２２条記載のとお
りとする。

ｅ 　免責に関する事項
　別紙管理費等保証委託契約約款第１５条記載のとお
りとする。

ｆ 　保証額の支払に関する事項
　別紙管理費等保証委託契約約款第１３条及び第１６
条記載のとおりとする。

② 　管理費等滞納者に対する督促 一

二

三

③ 　通帳等の保管等 一

二

④ 　甲の経費の支払い等 一

二

⑤ 　甲の会計に係る帳簿等の管理 一

二

⑥ 　現金収納業務

（３） 一

二

　乙は、甲の収支予算に基づき、甲の経費を、甲の承認を得て
甲の収納口座又は保管口座から支払う。

　甲の管理費等のうち余裕資金については、必要に応じ、甲の
指示に基づいて、定期預金、金銭信託等に振り替える。

　乙は、甲の会計に係る帳簿等を整備、保管する。

　乙は、前号の帳簿等を、甲の通常総会終了後、遅滞なく、甲
に引き渡す。

　現金収納は行わない。

　毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、甲に報告する。

　甲の組合員が管理費等を滞納したときは、最初の支払期限か
ら起算して六月の間、電話若しくは自宅訪問（本マンション居
住者に限る。）又は督促状（書面若しくは電磁的方法）の方法
により、その支払の督促を行う。

　二の方法により督促しても甲の組合員がなお滞納管理費等を
支払わないときは、その業務を終了し、別途配達証明付内容証
明郵便による支払請求等の協議を行う。

　収納口座及び保管口座に係る通帳等の保管者は別紙４のとお
りとする。

　乙は、掛け捨て保険に限り甲の損害保険証券を保管する。な
お、甲の請求があったときは、遅滞なく、当該保険証券を甲に
提出する。

本マンション（ただし、第２条の管理対象
部分に限り、かつ、専有部分を除く。以下同
じ。）の維持又は修繕に関する企画又は実施
の調整

　乙は、甲の長期修繕計画における修繕積立金の額が著しく低
額である場合若しくは設定額に対して実際の積立額が不足して
いる場合又は管理事務を実施する上で把握した本マンションの
劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定
時期、工事の概算費用若しくは修繕積立金の見直しが必要であ
ると判断した場合には、書面をもって甲に助言する。
　なお、乙は、長期修繕計画案の作成業務並びに建物・設備の
劣化状況等を把握するための調査・診断の実施及びその結果に
基づき行う当該計画の見直し業務を実施する場合は、本契約と
は別個の契約とする。

　乙は、甲が本マンションの維持又は修繕（大規模修繕を除く
修繕又は保守点検等。）を外注により乙以外の業者に行わせる
場合には、見積書の受理、甲と受注業者との取次ぎ、実施の確
認を行う。
　なお、「実施の確認」とは、管理員が外注業務の完了の立会
いにより確認できる内容のもののほか、管理員業務に含まれて
いない場合又は管理員が配置されていない場合には、乙の使用
人等が完了の立会いを行うことにより確認できる内容のものを
いう。乙の使用人等が立会う場合における必要な費用負担につ
いては、甲と乙が協議して定めるものとする。ただし、甲と乙
の協議により、施工を行った者から提出された作業報告書等の
確認をもって「実施の確認」とすることを妨げるものではな
い。
　また、乙は、本マンションの維持又は修繕を自ら実施する場
合は、本契約とは別個の契約とする。



２

（１）
① 　組合員等の名簿の整備

② 　理事会の開催、運営支援 一

二

三

四

③ 　甲の契約事務の処理

（２） 一

二

三

四

五

六

七

（３）

① 　各種点検、検査等に基づく助言等

② 　甲の各種検査等の報告、届出の補助 一

二

三

③ 　図書等の保管等 一

二

三

基幹事務以外の事務管理業務

　ＷＥＢ会議システム等を活用した総会を行う場合において、
甲が乙の協力を必要とするときの機器の調達、貸与及び設置の
補助
　なお、上記の場合において、甲が乙の協力を必要とするとき
は、甲及び乙は、その協力する会議の開催頻度（上限回数２回
／年、臨時総会への出席）、出席する概ねの時間（１回当たり
２時間を目安）等の協力方法について協議するものとする。

　甲の理事会の開催日程等の調整

　甲の役員に対する理事会招集通知及び連絡

　甲の求めに応じた理事会議事に係る助言、資料の作成

　ＷＥＢ会議システム等を活用した理事会を行う場合におい
て、甲が乙の協力を必要とするときの機器の調達、貸与及び設
置の補助
　なお、上記の場合において、甲が乙の協力を必要とするとき
は、甲及び乙は、その協力する会議の開催頻度（上限回数１２
回／年）、出席する概ねの時間（１回当たり２時間を目安）等
の協力方法について協議するものとする。

　甲の総会の開催日程等の調整

　甲の次年度の事業計画案の素案の作成

　総会会場の手配、招集通知及び議案書の配付

　組合員等の出欠の集計等

　甲の求めに応じた総会議事に係る助言

　総会議事録案の作成

　理事長・理事会支援業務

　管理対象部分に係る各種の点検、検査等の結果を甲に報告すると
ともに、改善等の必要がある事項については、具体的な方策を甲に
助言する。この報告及び助言は、書面をもって行う。

　甲に代わって、消防計画の届出、消防用設備等点検報告、建
築設備定期検査の報告等に係る補助を行う。

　甲の指示に基づく甲の口座の変更に必要な事務を行う。

　諸官庁からの各種通知を、甲及び甲の組合員に通知する。

　乙は、本マンションに係る設計図書を、甲の事務所で保管す
る。

　乙は、甲の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、
甲の指定する場所で保管する。

　組合員等異動届に基づき、組合員及び賃借人等の氏名、連絡先
（緊急連絡先を含む。）を記載した名簿を整備し、書面をもって理
事長に提出する。なお、提出時期については、別途、協議を行うも
のとする。

　甲に代わって、甲が行うべき共用部分に係る損害保険契約、マン
ション内の駐車場等の使用契約、マンション管理士その他マンショ
ン管理に関する各分野の専門的知識を有する者との契約等に係る事
務を行う。

　総会支援業務

　その他

　乙は、解約等により本契約が終了した場合には、乙が保管す
る前２号の図書等、本表２（１）①で整備する組合員等の名簿
及び出納事務のため乙が預かっている甲の口座の通帳等を遅滞
なく、甲に引き渡す。



別表第１別紙

管理費等保証委託契約約款

（保証する債務）
第1条 一般社団法人マンション管理業協会保証機構（以下「保証機構」という。）と保証機構会員（以下「保証
委託者」という。）とは、管理組合のために保証委託契約を締結し、保証委託者と管理組合間の管理委託契約
（出納業務の委託を含むものに限る。以下同じ。）に基づき管理費等を管理し又は委託業務費を前受する保証
委託者が、倒産等により管理組合に対し管理費等又は委託業務費の返還債務を負うこととなった場合におい
て、保証機構が保証委託者に替わってその返還債務につき管理費等１か月分の額を限度として履行します。

（管理費等の定義）
第2条 この約款において、管理費等とは、管理組合が毎月及び定期的に区分所有者から徴収する　次の費用
をいい、一時的に徴収する工事分担金等は含まないものとします。
（1）　管理費
（2）　修繕積立金
（3）　敷地又は共用部分等の専用使用料
（4）　その他管理規約に定められた管理に要する費用

（管理費等又は委託業務費の返還原因）
第3条 次の各号の一に該当するときは、管理費等又は委託業務費の返還原因が発生したものとします。
（1）　保証委託者が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを
受け、又は自らこれをなしたことにより、管理委託契約が終了したとき
（2）　保証委託者が、手形、小切手の不渡り等支払いを停止したこと、又は手形交換所の取引
停止処分を受けたことにより、管理委託契約が終了したとき
（3）　その他保証委託者の経営が破綻し、保証機構が、管理業務の継続及び管理費等又は委託業務費の返
還が著しく困難と認めたとき

（通知義務）
第4条 次の各号の一に掲げる事実が生じたときは、保証委託者は直ちに書面をもってその事実を保証機構に通
知しなければなりません。
（1）　前条各号に該当したとき
（2）　前号のほか返還債務の履行に影響を及ぼすべき事実が生じたとき

（責任の範囲）
第5条 保証機構は、管理費等保証委託契約受諾書並びに次条に規定する保証委託契約受諾の証明に記
載された保証期間に、保証委託者が、第3条第1号若しくは第2号に掲げる管理委託契約の解除の原因となる
事項に該当し、又は同条第3号に該当する事実により、管理費等又は委託業務費の返還債務を負うこととなっ
た場合、管理組合に対し、保証の責めを負います。

（保証委託契約受諾の証明）
第6条 保証機構は、保証委託契約を締結したとき及び保証委託者が新たに管理委託契約を締結した旨の届
出をしたときは、管理組合に対し、インターネットを利用して閲覧に供する方法により、保証委託契約受諾の証明
（以下「保証受諾証明」という。）を行います。この場合において、保証機構は、管理組合ごとの保証受諾証明を
一般社団法人マンション管理業協会（以下「協会」という。）ホームページに掲載します。

（保証受諾の確認）
第7条 保証機構は、管理組合ごとの個別のＩＤとパスワードを設定し、保証委託者へ通知します。
2 保証委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、同項のIDとパスワードを直ちに同項の管理組合に通知
し、当該管理組合に対し、保証受諾証明の内容を確認させなければなりません。
3 前項の規定にかかわらず、第１項の管理組合が保証受諾証明の内容の確認を行うことができないときは、保証
委託者は、保証受諾証明の内容を書面に出力し、当該管理組合に交付しなければなりません。

（善管注意義務）
第8条 保証委託者は、保証機構から通知を受けた管理組合ごとの個別のＩＤとパスワード、及び書面として出力
した保証受諾証明を、善良なる管理者としての注意をもって取り扱わなければなりません。
 
（保証受諾証明使用上の禁止事項）
第9条 保証委託者は、次の各号に該当する行為をしてはなりません。
（1）　保証機構から通知を受けたＩＤとパスワードを、通知すべき管理組合以外の者に通知すること。
（2）　書面として出力した保証受諾証明を、交付すべき管理組合以外の者に交付すること。
（3）　書面として出力した保証受諾証明を、改ざん又は訂正して管理組合に交付すること。

（損害賠償）
第10条 保証委託者が前二条の規定に違背し、又は保証機構から通知を受けたＩＤとパスワード及び書面として
出力した保証受諾証明の紛失、盗難等により保証機構に損害を及ぼしたときは、保証委託者は、直ちにこれを
保証機構に賠償しなければなりません。

（保証金の額）
第11条 保証機構が、管理組合に対し返還債務の履行として支払う金銭（以下「保証金」という。）は、管理費
等1か月分の額を限度とします。
2 保証委託者が管理組合に対し債権を有しており、その債権が管理費等返還請求権と相殺できる状態にあると
きは、保証機構は保証金の額からその債権額を控除します。
3 管理組合が、管理費等又は委託業務費の返還原因による管理委託契約の消滅に基づき、すでに保証委託
者より、違約金、損害賠償金、慰謝料等の名目で金銭の支払いを受けている場合は、その支払い名目が何で
あるかを問わず、保証機構は、保証金の額からその支払い額を控除します。

（保証対象管理組合）
第12条 保証機構が保証の責任を負う管理組合は、保証委託者と管理委託契約を締結しており、かつ、保証
委託者より保証機構に届け出のあった管理組合とします。
2 保証委託者は、管理組合と新たに管理委託契約を締結し又は管理委託契約を解約したときは、2月以内に
所定の方法により保証機構に届け出なければなりません。

（保証金の請求及び支払い）
第13条 管理組合は、保証金の支払いを受けようとするときは、所定の保証金請求書に、次の書類を添えて、保
証機構に提出しなければなりません。
（1） 管理委託契約書・重要事項説明書
（2） 債権額を証する書面
（3） その他保証機構が必要と認めた書類
2 保証機構は、前項の保証金請求書等を受領したときは、管理組合の要求に応じて、受領書を交付します。
3 保証機構は、保証金の額等について調査のうえ、管理組合に対し、保証金を支払います。ただし、次条乃至
第16条に該当したときはこの限りではありません。

（不可抗力による免責）
第14条 保証機構は、戦争、暴動、その他の事変又は地震、噴火、その他これに類する天災等、保証委託者の
責めに帰することのできない客観的事由により管理費等又は委託業務費の返還債務
が生じた場合には、保証の責めには任じません。

（免責事項）
第15条 管理組合が、次の各号の一に該当したことにより生じた返還債務については、保証機構は、保証金支
払の責めを負わないものとします。

（1）　管理組合が、管理組合の故意又は過失により、管理組合名義の口座の通帳（キャッシュカードを含む。
以下同じ。）又は印鑑（当該口座の暗証番号、電子取引におけるパスワード等を含む。以下同じ。）若しくは
有価証券を保証委託者又は保証委託者の被用者（以下「保証委託者等」という。）に引き渡す等、管理委託
契約に定める通帳又は印鑑若しくは有価証券の保管に関する管理組合の管理責任を怠ったとき
（2）　管理組合が、管理組合の故意又は過失により、保証委託者等に管理委託契約の目的に該当しない管
理費等の払戻しを承認し又は管理費等を引き渡す等、管理費等の管理責任を怠ったとき
（3）　管理組合が、保証委託者等と通謀して管理費等の払戻し等をしたとき
2 管理組合が、次の各号の一に該当し保証機構に不利益を及ぼしたときは、保証機構は、当該不利益の範
囲で保証金支払いの責めを負わず、又は保証金を減ずるものとします。
（1）　前項各号の調査に関し、正当な理由なく保証機構が要求した書類の提出、説明又は調査に速やかに
応じなかったとき
（2）　第18条の調査に関し、第3条又は第11条第2項若しくは第3項の事項について正当な理由なく説明に応
ぜず、又はその調査を妨げたとき
（3）　管理委託契約書以外に保証委託者との間で保証機構に不利益な内容の念書、覚書等を取り交わした
とき

（保証金支払いの留保）
第16条 次の各号の一に該当するときは、保証機構は、保証金の支払いを留保することができます。
（1）　管理費等又は委託業務費の返還原因の有効性について疑義があるとき
（2）　管理費等の額について疑義があるとき
（3）　前条第1項各号又は第2項各号の一に該当するおそれがあるとき
2 前項各号に該当し、保証金の支払いを留保するものについては、保証機構は、必要な調査の終 了後、遅
滞なく保証金の支払いを行うか否かを決定し、書面により管理組合及び保証委託者にそ　の旨を通知しま
す。

（保証金支払い請求権の存続期間）
第17条 保証機構は、管理費等又は委託業務費の返還原因の発生後1年を経過した後は、管理組合からの
保証金の支払い請求を受付けません。

（調査）
第18条 保証機構は、保証委託契約に関して必要と認めたときは、保証委託者に対し必要な書類の提出を
求め、保証委託者の事務所等につき立入調査をし、その説明を求めることができます。
2 保証機構は、保証委託者の経営に危惧があると認めたときは、前項に定める調査の他、保証委託者に対
し、必要な商業帳簿の提出を求め、閲覧をし、その説明を求めることができます。
3 保証機構は、保証金の支払いに関し必要があるときは、保証委託者又は管理組合に対し必要な書類の
提出及び説明を求め、又は必要な事項を調査することができます。

（代位権）
第19条 保証機構は、保証金を支払ったときは、その金額の限度内において、管理組合が保証委託者に対
して有する権利を取得します。
2 保証機構は、保証金を支払ったときは、前項の権利の保全及び行使に必要な書類の交付を管理組合に
請求できるものとします。

（求償権等）
第20条 保証機構は、保証金を支払ったときは、その支払った金額及び支払った日の翌日から保証委託者
が求償債務の履行を完了するまでの期間の日数に応じ年18.25%の割合による遅延損害金（ただし、365日
日割計算とします。）について保証委託者に対し求償権を取得します。
2 保証機構が保証金を支払ったときは、保証委託者は、前項の金員及び保証機構が求償権を行使するた
めに要した費用の全額を、保証機構に支払わなければなりません。
3 保証委託者は、管理組合に対抗できる理由その他の理由をもって前項の支払いを拒むことはできませ
ん。

（求償権の事前行使）
第21条 保証機構は、保証委託者が次の各号の一に該当し、求償権の保全に支障が生じ、又は生じるおそ
れがあるときは、代位弁済前に求償権を行使することができます。
（1）　保証委託者がこの約款に違反したとき
（2）　差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売申立てを受けたとき
（3）　破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自らこ
れをなしたとき、若しくは解散したとき
（4）　公租公課につき差押え又は保全差押えを受けたとき
（5）　手形、小切手につき不渡りとしたとき、又は取引停止処分を受けたとき
（6）　金銭債務の履行のための支払いを停止したとき
（7）　その他保証委託者の経営が破綻し、管理業務の継続及び管理費等又は委託業務費の返還が不可能
と認められるとき
（8）　理由の如何を問わず、管理業務の継続及び管理費等又は委託業務費の返還が不可能と認められると
き、若しくはおそれがあると認められるとき
2 前項の場合において、保証機構が行使する求償権の範囲は、管理費等保証委託契約受諾書に記載の保
証受諾金額を限度とします。

（保証委託契約の解除等）
第22条 保証委託者が次の第1号乃至第6号の一に該当するときは、保証機構は、何らの催告を要せず、保
証委託契約を将来に向かって解除することができ、第7号に該当するときは、保証委託契約は当然に終了と
なります。
（1）　管理費等保証委託契約申込書及び申込に必要な添付書類に著しく虚偽の記載がしてあったとき
（2） 第7条第2項の確認をさせず、又は同条第３項の交付をしないとき
（3） 第15条第2項第3号に該当する締結行為があったとき
（4） 第18条に規定する調査に応じなかったとき、又は調査を妨げたとき
（5） 経営の安定性を維持することが困難と認められるとき
（6） その他管理費等保証委託契約に違反したとき
（7） 保証機構の会員資格を喪失したとき
2 前項の規定により保証委託契約の解除等が行われた場合であっても、保証委託契約の解除等前に保証
委託者と管理委託契約を締結し、かつ、保証機構に届け出のあった管理組合に対する保証機構の責任は、
前項第1号乃至第6号に該当する場合は第5条の規定を準用するものとし、前項第7号に該当する場合は管
理委託契約満了日又は保証委託契約満了日の早い方の時期までとします。
3 保証機構は、保証委託者が第1項各号に該当したことにより保証委託契約を解除等した場合は、その旨を
公表することができるものとします。

（契約の更新）
第23条 保証委託者が現に有効な保証委託契約を更新しようとする場合は、当該保証委託契約が満了する
前までに、管理費等保証委託契約申込書を保証機構に提出したうえで、保証機構の承諾を得なければなり
ません。
2 保証機構が前項の申込を承諾したときは、保証委託契約は本約款と同一の条件をもって更に1年間更新
されたものとします。

（担保の提供）
第24条 保証機構は、保証機構が必要と認めたときは、別に定める保証機構業務取扱規則の規定に基づ
き、保証委託者に対し保証機構の認める担保の提供を求めることができるものとします。

（管轄裁判所）
第25条 本約款の保証委託契約に関する訴訟については、保証機構の所在地を管轄する裁判所を合意に
よる管轄裁判所とします。

（その他）
第26条 本約款に定めのない事項については、民法その他の法令に従うものとします。



別表第２　管理員業務

１ 業務実施の態様

（１） 　業務実施態様

（２） 　派遣する社員

（３） 　勤務日・勤務時間

（４） 　管理員業務休業日

一 　勤務日以外の曜日、祝日及び国が定める休日
二 　夏期休暇３日、年末年始休暇（１２月３１日～１月３日）、そ

の他休暇５日。この場合、乙はあらかじめ甲にその旨を届け
出るものとする。

三 　忌引、病気、災害、事故等でやむを得ず勤務できない場合
の休暇。この場合の対応について、乙はあらかじめ甲と協議
するものとする。

四 　管理員が上記以外の休暇を取得するときは代行員を派遣
するものとする。ただし、緊急事態が発生したとき、その他、
人員の手配等、乙の事情を含むやむを得ない理由により管
理員が欠勤した場合、乙は、管理員業務費から欠勤となる月
の所定勤務時間数の時間割り分を甲の指定する口座に振込
により支払うものとする。この場合、乙は、速やかに甲にその
旨を届け出るものとする。

（５） 　管理員の研修等

（６） 　執務場所

２ 業務の区分及び業務内容

（１） 　受付・清掃等の業務 一 　甲が定める各種使用申込の受理及び報告

二 　甲が定める組合員等異動届出書の受理及び報告

三 　利害関係人に対する管理規約等の閲覧

四 　共用部分の鍵の管理及び貸出し

五 　管理用備品の在庫管理

六 　引越業者等に対する指示

七 　共用部分の日常清掃（別紙を参照）

（２） 　点検業務 一 　建物、諸設備及び諸施設の外観目視点検

※高所・開口部等危険箇所を除く。 二 　照明の点灯及び消灯並びに管球類等の点検、交換

三 　諸設備の運転及び作動状況の点検並びにその記録

四 　無断駐車等の確認

（３） 　立会業務 一 　管理事務の実施に係る外注業者の業務の着手、履行の立
会い

二 　ゴミ搬出時の際の立会い

三 　災害、事故等の処理の立会い

（４） 　報告連絡業務 一 　甲の文書の配布又は掲示

二 　各種届出、点検結果、立会結果等の報告

三 　災害、事故等発生時の連絡、報告

（５） 　渉外業務 一 　消防署、警察署、水道局、清掃事務所との連絡

　乙が業務上実施する研修会・定期健康診断・生活習慣病検査
診断受診時については、乙は、管理員代行員の派遣は行わな
い。この場合も、乙は、あらかじめ甲にその旨を届け出るものとす
る。

　執務場所は、共用施設等とする。

　通勤方式

　管理員 １名

　週３日（月、火、金）

　９：００～１７：００（休憩時間は、１日１時間とする。）

　ただし、ゴミ収集曜日や回収時間の変更等の場合は、あらかじ
め甲に届け出た上で、これらを変更することができる。
　緊急事態が発生したときその他やむを得ない場合において
は、当該勤務日・勤務時間以外に適宜勤務するものとする。この
場合、あらかじめ甲に届け出た上で、他の勤務日において超過
時間分の調整を行うことができるものとする。

　休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。



別表第２別紙

  業務内容 共用部分の日常清掃(下表を参照)

ア　通常要すると認められる範囲及び時間において作業するものとする。

  安全対策が必要な危険箇所や立入困難な箇所は範囲外とする(屋上等）。

イ　廊下及び階段等常時利用又は使用状態にあり、清掃作業終了後に直ちに汚損

　する場合又は箇所については、通常の作業工程を終了した段階で作業を完了した

　ものとする。

① 建物周囲

１ 建物周囲 ゴミ拾い ( ３ 回/ 週 )

２ 植え込み ゴミ拾い ( ３ 回/ 週 )

３ 駐輪場 ゴミ拾い ( ３ 回/ 週 )

４ 排水溝、排水口 ドレンゴミ除去 ( ３ 回/ 週 )

５ ごみ集積所 ゴミ仕分・整理 ( )

床洗い ( )

② 建物

１ ポーチ 床掃き拭き ( ３ 回/ 週 )

排水口・ドレンゴミ除去 ( ３ 回/ 週 )

２ 風除室 床掃き拭き ( ３ 回/ 週 )

３ 玄関ホール 床掃き拭き ( ３ 回/ 週 )

備品ちりはらい ( ３ 回/ 週 )

ドア拭き ( ３ 回/ 週 )

金属ノブ磨き拭き ( ３ 回/ 週 )

ガラス拭き ( ３ 回/ 週 )

４ エレベーターホール 床掃き拭き ( ３ 回/ 週 )

ガラス拭き ( ３ 回/ 週 )

５ エレベーター籠 床掃き拭き ( ３ 回/ 週 )

ゴミ拾い ( ３ 回/ 週 )

壁面金属部分磨き ( ３ 回/ 週 )

壁面ちりはらい ( ３ 回/ 週 )

６ 共用廊下 床掃き拭き ( ３ 回/ 週 )

手摺り・目隠し板ちりはらい ( ３ 回/ 週 )

７ 内階段 床掃き拭き ( ３ 回/ 週 )

手摺りちりはらい ( ３ 回/ 週 )

８ 外階段 床掃き拭き ( ３ 回/ 週 )

手摺りちりはらい ( ３ 回/ 週 )

９ 階段ドア ドア拭き ( ３ 回/ 週 )

１０ 管理事務室 床掃き拭き ( ３ 回/ 週 )

備品ちりはらい ( ３ 回/ 週 )

ドア・ガラス拭き ( ３ 回/ 週 )

金属部分磨き ( ３ 回/ 週 )

１１ 屋上 ゴミ拾い ( )

排水口・ドレンゴミ除去 ( )

注） 休業日により、管理員の出勤日数と上記清掃業務の実施頻度に相違が生じる場合は、管理員の出勤日数に合わせた

実施頻度に読み替えるものとする。

日常清掃

清掃対象部分 清掃仕様

適　宜

適　宜

ゴミ収集日

ゴミ収集日

様式番号：契10-07別二（別紙）-20100201/01



別表第３　　清掃業務

    業務内容 共用部分の定期清掃等(下表を参照)

ア　通常要すると認められる範囲及び時間において作業するものとする。

イ　廊下及び階段等、常時利用又は使用状態にある場所又は箇所において作業を実施

　する場合は、組合員等に事故が生じないよう配慮する。なお、該当作業を実施する場合

　は共用部分の電気、水道を使用するものとする。

①

１ 玄関ホール 床面機械洗浄 ( １２ 回/ 年 )

２ エレベーターホール 床面機械洗浄 ( １２ 回/ 年 )

３ 共用廊下 床面機械洗浄 ( １２ 回/ 年 )

４ 内階段 床面洗浄 ( １２ 回/ 年 )

５ 共用ガラス ちりはらい ( １２ 回/ 年 )

掃き清掃 ( １２ 回/ 年 )

②

１ 共用灯具・カバー ちりはらい ( １ 回/ 年 )

２ 共用廊下天井 ちりはらい ( １ 回/ 年 )

定期清掃等

特別清掃

清掃対象部分 清掃仕様

定期清掃

様式番号：契11-01別三（定期）-20100201/01



別表第４　建物・設備等管理業務

１．共用部分等外観点検

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

※別途安全対策を要する箇所、専有部分への立入を要する箇所は点検の範囲に含まないものとする。

　なお、当該点検外箇所については共用部分等外観点検報告書に抜粋して明示するものとする。

２．給水設備点検

給水設備

水道設備の稼動状況点検

・

３．増圧ポンプメーカー点検

４．建築設備定期検査

建築基準法第１２条第３項に規定する建築設備定期検査

①換気設備

５．消防用設備点検

消防法第１７条３の３に規定する消防用設備等の点検

①消防用設備等の機器点検

②消防用設備等の総合点検

（１回/年）

(１回/６月)

(１回/１年)

連結送水管・消防ホース耐圧性能点検、非常電源（自
家発電設備）負荷運転、消火器の内部等・機能点検・
放射試験・耐圧性能点検を除く。

②非常用の照明装置

外灯設備

玄関周り（屋外）

テレビ共同受信設備

動力制御盤・電灯分電盤

掲示板

植栽

駐輪場、通路

検査・性能検査等

非常用の照明器具・蓄電池・自家用発電装置の外観

防火ダンパーの設置等の状況の検査等

機械換気設備の外観検査・性能検査、自然換気設備、

異音、振動、過熱、漏水等の有無又は状態 (２回/年)

管理事務室、給湯室

圧力計値、電流値等の確認

増圧ポンプ

増圧ポンプ 逆流防止用機器、制御装置、絶縁抵抗値等の確認 (１回/年)

(１回/年)

①
建
物

②
附
属
施
設

屋上

ごみ集積所

塀、フェンス、排水溝

避雷針

天井・内壁・外壁・柱

共用廊下・内階段・外階段

玄関ホール、エレベーターホール

様式番号：契12別四-20100201/01



６．設備機器遠隔監視及び緊急対応

（１）遠隔監視する項目及び業務内容

・ 火災警報（非常警報）

・ 専有部インターホン警報（非常）

・ 増圧ポンプ異常（故障・吸込圧低下・圧力発信器異常）

・ 排水槽異常（排水槽満水）

・ エレベーター籠内呼び出し

※

（２）緊急対応

・

釦等による警報機器の復旧操作を行う。

　※

・

（３）その他の緊急対応

  ①電話による異常通報受付

契約内

  ②緊急対応

　※

　③警備員等による現地確認対応

　　

　　

※

※ 「契約外」の場合、緊急対応に係る緊急出動費及び応急処置に必要な修繕並びに部材等の費用は、甲又は

甲の組合員等の負担とする。

２４時間乙が甲又は甲の組合員、居住者より①②以外の内容で現地確認の必要と判断される通報を
契約外

受けた場合は、警備員や業者等の緊急出動を行い現地確認を実施する。

「契約内」の場合、管理委託契約に含まれる。

２４時間
電話による異常通報受付を実施する。

２４時間

乙が①の結果、共用設備の異常情報について、緊急に対応する必要があると判断した場合
契約外

は、当該設備に関わる業者や警備員等の緊急出動を行い応急処置を実施する。

乙が①の結果、甲又は甲の組合員、居住者から、専有部に関わる業者対応の要請を受けた

契約外場合は、通報内容に関連する業者の緊急出動を行い応急処置を実施する。

専有部内の専門的な設備の場合は、乙にて緊急対応できないことがある。

２４時間

信号を受信した際は、警備員又は管理員等による現地設備の異常状態の確認を実施し、

契約内
月間の出動回数が一定回数を超えた場合、出動１回につき別途臨時警備料が発生するもの

とする。

信号を受信し対応した際、釦等による警報機器の復旧操作が不可能な状況にあった場合
契約外

は、当該設備に関わる業者の緊急出動を行い応急処置を実施する。

　①警備関係警報

　②共用部設備関係警報 ２４時間

乙又は乙の再委託先等の警備会社にて、上記の取得している各種信号の常時遠隔監視を行う。

様式番号：契12別四-20100201/01



別表第５　宅地建物取引業者等の求めに応じて開示する事項

① 物件名称、総戸数

② 物件所在地

③ 対象住戸の住戸番号

① 管理組合名称

② 管理組合組織

③ 管理組合役員数

④ 管理組合役員の選任方法（免除規定の有無も含む。）

⑤ 通常総会の開催月と決算月

⑥ 理事会の前期の開催回数

⑦ 直近の管理規約等制定（改正）年月

⑧ 共用部分に付保している損害保険の種類

⑨ 使用細則等の規程の名称

① 建築年次（竣工年月）

② 共用部分に関する規約等の定め

③ 専用使用に関する規約等の定め

① 駐車場の有無

② 区画数

③ 駐車場使用資格

④ 駐車場権利承継可否

⑤ 車種制限の内容

⑥ 駐車場の空き

⑦ 駐車場の空き補充方法等

⑧ 駐車場使用料

① バイク置場の有無

② バイク置場の空き

③ バイク置場使用料

① 自転車置場の有無

② 自転車置場の空き

③ 自転車置場使用料

① トランクルームの有無

② トランクルームの空き

③ トランクルーム使用料

① 共聴設備関係

② インターネット設備関係

① 共用部分の点検・検査・調査の実施の有無

② 共用部分の点検・検査・調査の実施者

③ 共用部分の点検・検査・調査の実施結果に基づく是正の有無

（１）基本事項

（２）駐車場

（３）バイク置場

（４）自転車置場

（５）トランクルーム

（６）その他

（７）共用部分の点検・検査・調査

４．共用部分関係

１．マンションの名称

２．管理計画認定の有無、認定取得日

３．管理体制関係

様式番号：契14別六-20170820/01



① 管理費

② 修繕積立金

③ 修繕一時金

④ 駐車場使用料

⑤ 自転車置場使用料

⑥ バイク置場使用料

⑦ ミニバイク置場使用料

⑧ 専用庭使用料

⑨ ルーフバルコニー使用料

⑩ トランクルーム使用料

⑪ 組合費

⑫ 戸別水道使用料・冷暖房料・給湯料

⑬ その他管理規約等に定められた負担項目

⑭ 前受け金・預り金

⑮ 管理費等支払方法

⑯ 管理費等収納口座

⑰ 管理費等支払手続き〔口座振替（銀行・支店名）、振込、集金代行会社委託の別〕

① 管理費会計収入総額

② 管理費会計支出総額

③ 管理費会計繰越額

④ 修繕積立金会計収入総額

⑤ 修繕積立金会計支出総額

⑥ 修繕積立金会計繰越額

① 管理費滞納額

② 修繕積立金滞納額

③ 借入金残高

① 管理費

② 修繕積立金

③ 修繕一時金

④ 駐車場使用料

⑤ 自転車置場使用料

⑥ バイク置場使用料

⑦ ミニバイク置場使用料

⑧ 専用庭使用料

⑨ ルーフバルコニー使用料

⑩ トランクルーム使用料

⑪ 組合費

⑫ 戸別水道使用料・冷暖房料・給湯料

⑬ その他管理規約等に定められた負担項目

① 専有部分用途の事務所使用の有無

② 住宅宿泊事業の可否

③ ペットの飼育制限の有無

④ 楽器等に関する制限（演奏の制限、ピアノ搬入制限）の有無

⑤ 内装工事の制限（事前届出、隣接住戸承認、フローリング制限）の有無

⑥ マンション全体の契約等による規制（一括受電方式の導入の有無、契約先、契約期間、留意事項）

（４）修繕積立金に関する規約等の定め

（５）特定の組合員に対する管理費等の減免措置の有無

７．専有部分使用規制関係

（３）管理費等の該当項目の変更予定（①～⑬について、変更予定有、検討中の別を記載）

５．売主たる組合員が負担する管理費等関係〔①～⑰の項目毎に金額を記載（滞納がある場合は滞納額も併せて記載）〕

６．管理組合収支関係

（１）収支及び予算の状況
　〔①～⑥の項目について直近の収支報告（確定額）を記載し、当年度の収支予算（予算額）も併せて記載〕

（２）管理費等滞納及び借入の状況

様式番号：契14別六-20170820/01



①

②

③

④

⑤

① 長期修繕計画の有無〔有（作成（見直し）時期）、無、検討中の別〕

② 修繕履歴の有無

③

④

① 調査結果の記録の有無

② 調査実施日

③ 調査機関

④ 調査内容

⑤ 調査結果

① 耐震診断の有無

② 耐震診断の内容

① 建替え推進決議の有無〔有（決議時期）、無、検討中の別〕

② 要除却認定の有無〔有（認定時期）、無、申請中（申請時期）、検討中の別〕

③ 建替え決議、マンション敷地売却決議の有無〔有（決議時期）、無、検討中の別〕

① マンション管理業者名

② 業登録番号

③ 主たる事務所の所在地

④ 委託（受託）形態（全部、一部の別）

① 管理員業務の有無（有（契約している業務内容）、無）

②　管理員業務の実施態様（通勤方式、住込方式、巡回方式の別及び従事する人数）

③ 管理員勤務日

④ 管理員勤務時間

⑤ 管理事務所電話番号

⑥ 本物件担当事業所

⑦ 本物件担当事業所電話番号

① 安心快適生活について（専有部サービス）

② 安心お助け隊について（専有部サービス）

③ 自治体や民間団体が行う認定・評価制度等による結果

※ 敷地及び共用部分における事故・事件に関する開示については、甲乙協議によるものとする。

※

※ 上記１～１５項目のうち該当する項目のみ開示するものとする。

専有部分の事故・事件・トラブル等の情報は原則開示しないものとする。

１０．アスベスト使用調査の内容

１１．耐震診断の内容

１２．建替え等関係

１３．管理形態

１４．管理事務所関係

１５．備考

大規模修繕工事の借入、一時負担金予定の有無

８．建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況

確認の申請書及び添付図書並びに確認済証（新築時・増改築時の物）の有無

検査済証（新築時・増改築時の物）の有無

建設住宅性能評価書の有無（既存住宅の建設住宅性能評価を受けた住宅である場合）

定期調査報告書・定期検査報告書（昇降機等）の有無（建築基準法第１２条の規定による定期調査報告の対象である場
合）

新耐震基準等に適合していることを証する書類の有無（昭和５６年５月３１日以前に新築の工事に着手した住宅である
場合）

９．大規模修繕計画関係

大規模修繕工事実施予定の有無〔有（実施予定時期、工事概要）、無、検討中の別を記載〕

様式番号：契14別六-20170820/01



特約条項 
 

⼀ 本契約第６条（管理事務に要する費⽤の負担及び⽀払⽅法）第 2 項の定めに基づき、甲が負担する費⽤については次のとおりとする。 

・植栽管理に係る費⽤ 

・電気、上下⽔道、ガス及び電話等各料⾦（ただし、本契約第７条に別の定めがある場合は、この限りではない。） 

・損害保険料、公租公課（ただし、本契約の締結に伴う印紙税は折半とする。） 

・甲の総会、理事会開催に係る諸経費 

・甲の配布物等に係る作成費、印刷費及び通信費 

・管理費等収納に係る⼿数料 

・什器備品・組合運営に係る消耗品購⼊費 

・共⽤部分清掃・ゴミ整理のためのゴミ袋購⼊費 

・官公庁・⾃治会等との折衝業務費、町内会費、寄付等の費⽤ 

・建物及び諸設備の劣化調査・劣化診断・積算に係る費⽤ 

・建物及び諸設備の修繕等の費⽤ 

・除雪作業費⽤及び融雪剤等の費⽤ 

・通報による緊急出動費（ただし、別表第４に別の定めがある場合は、この限りではない。） 

・委託業務外の設備点検費⽤ 

・近隣の⽔道⼯事等によるバルブ開閉作業に係る費⽤ 

・その他管理事務に必要な諸費⽤ 

 

⼆ 本契約第１８条（個⼈情報の取扱い）第５項の定めに基づき、⼄が個⼈情報の取り扱いを第三者に再委託する内容は、次のとおりと

することを甲は承諾する。 

  ・消防設備点検や排⽔管清掃等、管理事務の履⾏に専有部内の作業が必要となる点検等の実施に伴う当該専有部分の区分所有者・居

住者等の情報提供 

  ・緊急時の対応に伴う、給排⽔設備業者、消防設備業者や警備会社等への区分所有者・居住者等の情報提供 

  ・管理組合資料等の印刷・郵送作業を外注する場合の区分所有者・居住者等の情報提供 

 

三 本契約第２５条（ＩＴの活⽤）第１項の定めに基づく電磁的⽅法による交付の種類及び内容については次のとおりとし、甲及び⼄は

これを承諾する。なお、本承諾とは別に、書⾯での交付を妨げないものとする。また、相⼿⽅が電磁的⽅法による提供を受けない旨を

申し出た際には、電磁的⽅法による提供を中⽌し、書⾯による交付を⾏うものとする。ＩＤやパスワード等を設定する場合は電⼦メー

ルもしくは書⾯にて交付する。 

対象条項 内容 電磁的⽅法の種類 

第 9 条（緊急時の業務） ⼄が実施した緊急対応に要した費⽤の額の⼄から甲
への報告 

電⼦メールもしくは SNS 等にて送信・交付 
もしくは⼄が提供するホームページ上でＰＤＦファイルを交付 

第１２条（有害⾏為の中⽌要求）第３項 組合員等が有害⾏為等を中⽌しない場合の⼄から甲
への報告 

電⼦メールもしくは SNS 等にて送信・交付 
もしくは⼄が提供するホームページ上でＰＤＦファイルを交付 

第１３条（通知義務）第 2 項 本項各号に定める甲⼜は⼄から相⼿⽅への通知 電⼦メールもしくは SNS 等にて送信・交付 
もしくは⼄が提供するホームページ上でＰＤＦファイルを交付 

第１８条（個⼈情報の取扱い）第４項 ⼄の個⼈情報の漏えい等の事故報告に係る甲への原
因調査結果報告 

電⼦メールもしくは SNS 等にて送信・交付 
もしくは⼄が提供するホームページ上でＰＤＦファイルを交付 

第１８条（個⼈情報の取扱い）第６項 本契約終了時に⼄が個⼈情報返却⼜は廃棄を実施し
た結果の甲への報告 電⼦メールもしくはＳＮＳ等にて送信・交付 

第１９条（免責事項）第四号 ⼄が甲に対して⾏う注意喚起 電⼦メールもしくはＳＮＳ等にて送信・交付 
もしくは⼄が提供するホームページ上でＰＤＦファイルを交付 



第２１条（解約の申⼊れ） 甲⼜は⼄から相⼿⽅への本契約解約の申し⼊れ 電⼦メールもしくはＳＮＳ等にて送信・交付 

第２３条（契約の更新等） 甲⼜は⼄から相⼿⽅への本契約更新等通知 電⼦メールもしくはＳＮＳ等にて送信・交付 

別表第１事務管理業務１（１）③ 甲の収⽀状況に関する⼄から甲への書⾯の交付 ⼄が提供するホームページ上でＰＤＦファイルを交付 

別表第１事務管理業務１（３）⼀ 修繕⼯事及び修繕積⽴⾦の⾒直し等の⼄から甲への
助⾔ 

電⼦メールもしくはＳＮＳ等にて送信・交付 
もしくは⼄が提供するホームページ上でＰＤＦファイルを交付 

別表第１事務管理業務２（１）① 甲の組合員等異動届に基づく⼄から甲への名簿の提
出 

電⼦メールもしくはＳＮＳ等にて送信・交付 
もしくは⼄が提供するホームページ上でＰＤＦファイルを交付 

別表第１事務管理業務２（３）① 各種点検、検査等に基づく⼄から甲への報告及び助
⾔ 

電⼦メールもしくはＳＮＳ等にて送信・交付 
もしくは⼄が提供するホームページ上でＰＤＦファイルを交付 

 

四 本契約第２５条第２項の定めに基づくＷＥＢ会議システム等による報告は次のとおりとする。なお、本承諾とは別に、対⾯での実施

を妨げないものとする。また、相⼿⽅がＷＥＢ会議システム等による報告を受けない旨を申し出た際には、ＷＥＢ会議システム等によ

る報告を中⽌し、対⾯による報告を⾏うものとする。ＩＤやパスワード等を設定する場合は電⼦メールもしくは書⾯にて交付する。 

対象条項 内容 電磁的⽅法の種類 

第１０条第１項 当該年度における管理事務の処理状況及び甲の会計の収⽀の
結果を記載した書⾯の交付及び管理業務主任者による報告 

WEB 会議システム(ZOOM、GoogleMeet、Teams)により実施 
 

第１０条第３項 甲から請求があった場合の管理事務の処理状況及び甲の会計
の収⽀状況についての報告 

WEB 会議システム(ZOOM、GoogleMeet、Teams)により実施 
 

 

五 本契約別表第４ 建物・設備等管理業務「設備機器遠隔監視及び緊急対応」における「緊急対応」の臨時警備料については、⽉間７

回⽬以降の出動に関して、出動１回につき１０，０００円（税抜）とする。 

 

以上 




